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☆検索サイトで「福岡市消費生活かわら版」を検索すれば、バックナンバーが印刷できます。  
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親しい友人などの勧めであっても，断る時はきっぱりと断りましょう 

 
事例のような契約についての注意点！ 

 

・出資してしばらくは配当を行い，消費者を安心させて， 

さらに追加で出資させるケースもあるため注意が必要です 
 

  ・「高配当」や「元本保証」をうたっていても，投資した 

  お金が「ほぼ全損」となる事例も多く報告されています 

コピーして、回覧・配付などにお使いください。 

「事業への投資」「暗号資産（仮想通貨）」などに関する詐欺的な投資勧誘により高額な契約を

させられるといった相談が多く発生しています。 

詐欺的な投資勧誘トラブルに要注意!！ 
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友人から「２年間でお金が１０倍になる」と投資に関する儲け話を勧められセミナー

に参加した。セミナーでは成功者と称する人物の成功談の紹介があった。また，投資

の内容はインターネットの広告権を購入するというもので，投資先は海外の事業者と

なっていた。定期的に配当を受け取ることができ，さらに人を紹介すれば紹介料がも

らえると勧められ，断ることができず１００万円の契約をしてしまった。出資して 

何度かは配当を受け取ったが，その後，配当は受け取ることができなくなった。 

 
■事 例 

＜アドバイス＞ 

簡単に高収入が得られることを強調する事業者の勧誘は無視 

安易にセミナー会場に足を運ばない 

「必ず儲かる」という言葉はうのみにしない 

説明を受けて少しでも内容に不明な点があれば契約しない 


